
村上市地域公共交通利便増進実施計画（概要）

◼ 令和8年3月末で廃止予定の山北路線バス「雷線」について、地域病院の外来送迎を活用した運行へと切り替えるとともに、輸送量に
見合った車両へのダウンサイジングを行い、きめ細やかな運行により利便性の向上を図る。

◼ 地域医療の中核を担う山北徳新会病院の送迎機能について、自家用有償旅客運送の枠組みを活用し、山北地域交通運営協議
会等が管理する公共交通（混乗）へと転換することにより、病院においては、送迎経費の負担軽減による経営の安定化が図られる。

・作成自治体 村上市 ・事業実施区域 村上市全域 ・事業実施予定期間 R８年４月～R９年3月

①村上市山北地域の交通の再編 【法第２条第13号イ】
山北路線バス「雷線」の代替として、地域病院の外来送迎車両に一般利用
者も同乗できる「混乗」形式の自家用有償旅客運送を導入する。
これにより、既存の輸送資源を有効に活用しつつ、実際の輸送量に見合った
車両サイズへのダウンサイジングを図り、効率的かつきめ細やかな地域内移動
の確保を目指す。

②ゾーン運賃・乗継割引の設定 【法第２条第13号ロ】
同一地区内で降車した場合は100円、隣の地区で降車した場合には200
円となるゾーン運賃を導入。

• 病院送迎の既存車両や送迎スキームをベースとすることで、運行経費を抑
制。

• 車両のダウンサイジングにより、よりきめ細やかな送迎を行うことができ、路線
バス利用者の利便性が向上。

• 運行経費を山北地域交通運営協議会が負担することで間接的に病院経
営を支援し、地域医療の確保と地域交通の持続可能性の両立を目指すこ
とが可能となる。
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